
大
同
町
凹
年
六

M
二
十
↓
日
第
三
種
郵
偏
物

a可
ハ
鑑
曹
団
一
回
一
日
慣
行
〉

春三十二寄話.... 、，、型建

論

醐

蝿

援

足
利
時
代
の
通
商
貿
易

家
屋
税
の
本
質
・

表
定
運
賃
論時

論

英
同
労
働
黛
の
農
政
方
針

抱

凪

常

刈

七
月
い
の
政
策
論
の
根
本
概
念
・
部

露
附
亜
拡
農
政
攻
草
子
」
そ
の
弛
果

排

情

錐

隊

領
主
擁
護
の
農
民
脳
動

民
文
に
就
き
て

美
濃
名
森
村
の
地
剖
制
度

り
ミ
ユ
エ
ル
・
べ

f
リ

|

最
近
の
露
同
組
合
運
動

池
山

&
7

拠
出
陣
保
険
法
施
行
令
・
外
岡
人
土
地
法
施
行
令

聞

川

錦

鰍

本
訴
第
二
十
三
巻
網
目
録

有f王軍íf:日ー-FJ ニコ寸~ &J'. 3i".寸-.:iEブ忌

我
授
文
町
市
γ

叩
L
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致
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仏

事

師

士

紋
授
相
向
同
博
j

b
A
u
v
ι
h
h
n
H刈
'
'
市
千

l
』

雪ト
f
t
F
f
F

開
問
問
中

1

相

m
m
4

設
托
納
細
川
市
士

t
z
h
H
R与
1

4

f

f
ー
が

l

-
教
授
料
消
引
博
士

前
川
和
抽
引
用
γ

ゴ

利
恢
山
中
同
年
同
業

技

托

制

桝

m
y
f 禁

韓

載
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日
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かJ
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敬
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芳
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岩
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一読

安E

マ
ヅ
ク

ス
・
ウ

A
lバ
l
の
政
策
論
の
根
本

概
念
に
就
い
て

藤

回

敬

緒

一=一口

獅
逸
枇
曾
科
事
及
枇
曾
政
策
雑
誌
の
編
輯
が
一
九

O
四
年
マ
ッ
ク
?
ク

f
lメ
1
及
他
二
人
の
手
に
蹄
し
た
る

に
際
し
て
T

ツ
ク
λ

・ク

z
l
j
1
は
之
等
の
編
輯
同
人
を
代
表

L
τ
彼
等
の
編
輯
方
針
を
宣
言
し
、
併
せ
て
此
悶

に
関
聯
す
る
彼
の
枇
曾
科
卒
必
に
一
枇
曾
政
策
に
闘
す
る
方
法
論
を
明
か
に
す
る
の
目
的
を
以
て
、
「
枇
命
科
卒
的
並

に
枇
曾
政
策
的
認
識
の
客
観
性
」
ご
題
す
る
重
要
な
る
一
論
文
を
右
の
雑
誌
に
後
表
し
た
。

ζ

の
論
文
は
前
後
二

節
に
分
れ
て
居
h
、
其
第
一
節
が
私
の
今
取
扱
は
ん
芭
す
る
政
策
事
に
閲
す
る
、
其
白
健
獅
立
な
る
一
論
文
で
わ

b
、
共
第
二
節
が
有
名
な
る

Z
2
-
叶
弓
自
の
概
念
の
説
明
で
あ
る
。
こ
の
第
一
節
は
僅
々
十
敬
一
只
に
も
揃
た
泊

一
小
論
文
に
も
拘
ら
す
、
二
十
陛
紀
初
頭
の
政
策
事
に
奥
へ
た
る
刺
戟
は
、
極
め
て
根
本
的
で
あ
っ
て
、
卒
者
に

依
つ
て
は
之
を
以
て
政
策
事
に
閲
す
る
剖
紀
元
的
研
究
な
h
Z
3
へ
呼
ん
で
居
る
。
そ
の
理
由
に
就
い
て
は
、
私

設

苑

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
1
バ
3

0
政
策
論
の
根
本
概
念
に
就
い
て

第
ニ
十
一
}
一
巻

(
第
六
挽

九
F

虫
)

九
七
五

Er-
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詑

苑

マ
ッ
ク
ス
・
ウ

4
1
パ
1
0
政
策
誼

o
a本
拠
愈
に
就
い
て

第
ニ
十
三
巻

九
六
)

九
七
六

(
第
六
鵠

其
著
経
済
問
中
概
論
の
第
四
分
冊
中
に
遁
ぺ
た
る
鹿
佐
、
直
も
に
引
用
す
る
事
を
以
て
、

最
も
得
策
な
h
z
考
へ
る
。
即
ち
彼
は
同
書

ω緒
言
の
一
節
中
に
述
べ
て
臼
〈
「
文
献

ω一
市
す
世
田
に
従
へ
ば
経
済

学
は
其
出
後
結
よ
h
今
に
到
る
迄
、
常
に
獲
ら
ぎ
る
一
の
努
力
を
錯
し
縦
げ
て
来
た
。
先
サ
重
商
主
義
よ
b
重
鹿

島
e

一
献
に
及
び
、
-
次
に
ζ

の
両
者
に
勝
り
て
其
説
品
棋
の
放
川
県
を
後
揮
し
、
以

τ経
済
率
的
父
た
る
祭
器
を
か
ち
得
た

る
、
ア
ダ
ム
・
λ

ミ

λ

並
に
彼
の
伴
大
な
る
反
劃
論
者
た
る

9
ス
ト
も
又
同
様
に
、
彼
等
は
御
瓦
に
一
腿
I
相
反
せ

る
説
法
を
試
み
た
が
、
併
し
彼
等
が
説
的
い
も
、
糊
告
を
錯
す
事
を
以

τ彼
等
の
使
命
己
な
し
た
一
事
に
於
て
は
等

-
-
此
稗
の
綴
焼
事
は
、
北
(
後
ク
ニ

l
z
に
依
て
継
承
せ
ら
れ
・
夏
に
後
期
歴
史
減
印

は
ず
イ
戸
プ
ラ
y

ト
が
、

し
〈
合
致

L
て
盾
た
。

も
V

ュ
毛
ッ
ラ
l
に
至
っ
て
、
立
(
民
結
に
注
し
た
。
然
も
此
際
誰

J

人
ご
し
て
、

ニ
の
経
済
問
中
に
閲
す
る
忠
言
的

-
此
事
の
起
る
迄

設
法
な
る
も
の
、
可
否
の
問
題
に
就
い

τ、
疑
念
を
苫
し
械
な
に
到
る
者
が
無
か
っ
た
。

に
は
貨
に
長
当
歳
月
が
経
過
し
た
、
却
も
一
世
紀
中
T

ゆ
久
し
き
に
渡
っ
て
閥
民
経
拙
刑
事
以
、
共
政
策
的
方
面
に
於

り
る
本
問
題
に
閲
す
る
疑
駄
に
、
気
付
か
ぎ
る
催
に
て
禁
後
展
を
締
り
た
。
そ

L
て
此
問
題
が
成
熟
し
た
の
は
、

ゃ
っ
ご
二
十
世
紀
に
入
っ
て
か
ら
の
事
で
あ
る
o

而
て
此
覚
醒

ω道
税
に
於
け
る
一
一
盟
国
時
ご
も
云
は
る
可
き
も
の

は
、
郎
も
一
九

O
四
年
、
一
九

O
九
年
、
一
九
-
一
年
、
一
九
一
三
年
で
あ
る
・
・
・
」

Z
o
斯
の
如
〈
経
済
同
学

は
抑
々
の
起
b
に
於
rh
吋
経
済
的
寅
際
問
題
郎
も
経
済
政
策
問
題
の
解
決
に
資
せ
ん
ご
す
る
事
を
以

τ、
其
根
本

的
使
命
正
な

L
、
其
後
幾
多
の
誕
誕
百
蛍
展
子
伊
」
遂
げ
た
る
後
に
於
て
も
、
向
経
済
政
策
事
仁
於

τは
共
使
命
Z

し

τ、
そ
の
現
在
の
紋
態
ご
そ
れ
に
至
れ
る
そ
の
過
去
の
盤
遷
ご
に
闘
す
る
二
方
面
の
科
皐
的
研
究
の
他
に
、
術

進
ん
で
府
系
畿
日
此
す
可
き
経
済
問
題
の
解
決
の
鍵
ご
な
る
可
き
(
所
調
俊
民
的
意
味
に
於
け
る
)
政
策
的
原
理
の
樹

R. Wilb日 nut，Eil1fuhrung in die Volkswil1Schaftslehre Bd. IV. r925・

s. 1-3 
R 、Nilb回 ndt，OekonOlnie 1920 S. 1-3 
M. Weber， Gesammelte Aufsatze zur Wissenschaftslchre 1922. S. 148 
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立
を
も
そ
の
重
要
な
る
任
務
の
中
に
加
へ
ん
ご
す
る
の
傾
向
が
残
存
し
て
居
る
。

此
姑
に
閲
す
る
一
例
を
、
現
代
の
獅
逸
経
済
政
策
挙
者
の
権
威
フ
イ
リ
ノ
ツ
ポ
グ
ッ
チ
の
政
策
皐
に
就

ντ
見
る

に
、
彼
は
雑
務
政
策
m
A
干
の
任
務
を
分
も
て
三
ご
な
し
、
業
第
一
は
現
在
の
経
済
組
織
ご
閣
民
会
館
の
文
化
生
活
ご

の
一
般
的
関
係
如
何
を
明
か
に
す
る
も
の
Z
な
し
、
第
二
は
之
等
の
問
題
に
闘
し
科
学
的
専
門
的
批
判
を
加
七

以

τ国
民
総
憐
ゆ
向
上
に
資
せ
ん
ご
す
る
も
の
な

h
z
L
・
こ
の
二
者
の
他
に
術
閤
民
総
務
の
賂
戒
を
規
体
す
可

き
一
つ
の
指
導
原
m
畑
一
屯
し
て
の
経
情
的
畿
日
肱

ω
H艇
を
定
立
す
可
き
誌
を
も
亦
、
経
済
政
策
の
任
務
の
一

E
し
て

数
へ
ん
ピ

L
τ
居
る
。
然
る
に
今
一
』
の
政
策
紘
一
ゐ
任
務
の
分
も
方
の
賞
否
は
別
と
し
て
、
彼
が
儀
後
に
指
摘
す
る

践
の
、
こ
の
第
三
の
蹴
こ
平
は
、
貨
に
経
済
問
学
が
そ
の
後
生
の
嘗
時
よ
b
今
日
に
至
る
造
、
継
続
的
に
潟

L
来
れ

る
、
グ
イ
ル
プ
フ
ン
ト
の
所
副
説
法
で
あ

b
、
之
を
最
初
に
問
題
に
し
た
の
が
、
一
九

O
四
年
の
7

ック

z
・内二

l
j
!
の
段
通
の
論
文
な
の
で
ゐ
る
o

右
に
於

τ忍
は
、
私
の
紹
介
せ
ん
ど
す
る
も
の
、
、
経
憐
政
策
上
に
於
り
る
、
歴
史
的
地
位
を
瞥
見
し
、
粂
ね

て
私

ω仕
事
の
目
艇
を
略
説
し
た
積
b
で
あ
る
が
、
向
次
の
二
織
を
も
附
記
し
て
、
私
の
使
命
の
範
囲
を
限
定
し

て
泣
き
度
い
ご
思
ふ
ο

明
叫
が
二
の
拙
文
中
に
令
嗣
す
る
慮
は
、
会
〈
上
記
タ
昆

l
バ
ー
の
論
文
に
凋
す
る
、
簡
単
な
る
一
紹
介
に
過
ぎ

な
レ
。
従
て
彼
が
悲
に
述
、
作
品
る
蕗
に
闘
し

τ、
共
後
引
鎖
き
俊
表
せ
る
ピ
こ
乃
は
勿
論
、
こ
の
論
文
ご
論
理
的
不

可
離
の
闘
係
に
ゆ
ゆ
己
[
て
、
上
記
E
O
F
}
n
r
H
笠
宮
H
3
の
論
文

ω第
二
簡
に
掲
げ
ら
れ
た
晶
、
彼
の

Ez--『

u
d
g

に
闘
す
る
論
述
に
就
い
て
も
、
之
に
言
及
す
る
事
を
避
げ
ね
ば
な
ら
m
H
Q

況

苑

マ
7
ク
ス
・

9
F
1
.ハ
1

0
政
策
論
白
根
本
概
念
に
就
い
て

九
七
七

第
二
十
三
谷

家

腕

九
七
)
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言3止

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
品

1
パ

E
D
政
策
論
白
旗
本
榔
念
に
就
い
て

第
二
十
三
谷

(
俸
大
掛

丸

λ
)

九
七

λ

手匝

'7 

自
身
jp 

吉

明")
し
て

F

司、
J
T
i
1

F
H
仁
茄
Z
t
北
(
山
陣
に
取
扱
ム
範
囲
の
論
議
の
理
論
的
根
祇
を
錦
せ

b
z
、

活
る
蕗
の
、

か

ω-画
商
問
中
減
の
冊
価
値
諭
に
就
い
て
も
・

行
論
の
順
序
に
も
拘
ら
守
、

そ
の
内
容
仁
言
及
す
る
事
を

避
り
ね
ば
な
ら
向
。

先
第
一
一
岐
に
於

τは、
経
験
的
科

斯
〈

L
て
私
は
、

究
の
節
に
於
て
彼
の
主
張
を
便
宜
上
大
略
三
項
に
分
ち
、

こ
の
理
論

事
正
樹
値
判
断
正
の
限
外
認
定
に
闘
す
る
彼
の
理
論
の
、

中
心
概
念
を
指
摘
し
、

第
二
項
に
於

τは、

を
主
張
す
る
彼
が
、

共
反
桝
割
減
特
に
倫
理
事
的
歴
史
娠
の
政
策
論
に
謝
し

τ加
へ
た
る
批
判
の
如
何
な
る
も
の
な

る
か
に
就
い

ντ
一
瞥
し
、

第
三
日
引
に
於
℃
は
、

科
mm干
の
研
究
者
が
、

倒
値
判
断
を
取
扱
ム
場
合
に
採
る
可
き
態
度

に
開
L
て
彼
が
述
べ
た
る
出
陣
を
略
説
し
て
見
皮
い
己
思
ふ
も
の
で
あ
る
。

ウ
ナ
l
パ

1
の
論
旨

一
、
経
験
的
科
師
宇
己
一
般
値
判
断
己
の
限
界
・
7
7
1
j
l
の
所
論
に
従
へ
此
「
人
聞
が
結
局
何
等
か
の
意
味

を
持
つ
蕗

ω或
行
絡
を
錯
す
場
合
に
は
、
常
に
目
的
正
手
段
三
五
ふ
範
鴎
に
結
び
つ
い
た
考
へ
が
そ
こ
に
存
在
し

て
居
る
ω

郎
も
我
々
が
或
特
定
の
も
の
を
欲
す
る
場
合
に
は
、
其
物
自
健
が
有
す
る
債
値
を
欲
す
る
か
・
或
は
結

局
に
於

τ吾
々
が
欲
す
る
蕗

ωも
の
を
奥
へ

τ呉
れ
る
手
段
正
な
る
何
物
か
を
欲
す
る
、
ご
一
目
ム
ニ
己
に
な
る
。

扱
此
院
に
於
て
先
づ
科
率
的
観
察
の
問
題
ぜ
な
る
事
は
‘
其
手
段
が
奥
へ
ら
れ
た
る
目
的
に
迎
合
す
る
や
否
や
正

云
ふ
事
で
あ
る
。
此
場
合
如
何
な
る
手
段
を
賞
面
の
目
的
の
震
に
刺
周
す
る
こ
ご
が
過
嘗
な
h
や
の
問
題
を
正
L

(
決
定
す
る
富
市
は
吾
人
仁
ご
っ
て
可
能
な
事
で
あ
る
、
|
|
勿
論
其
時
々
の
知
識
の
範
閣
内
仁
於
て
の
事
で
は
あ

M. Weher. 、ViS5en~charlsl e1】l-e S. 16I-214 
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る
が
o

従
γ
五
日
々
は
よ
の
方
面
に
於
て
差
蛍
h
利
用
し
得
可
主
特
定
の
手
段
を
以
て
、
特
定
の
目
的
を
達
成
し
得

可
き
可
能
性
を
商
量
す
る
事
が
出
来
る
υ

従
つ

τ叉
岡
品
川
に
共
目
的
を
決
め
る
事
白
惜
が
、
共
時
的
歴
史
獄
況
よ

h
察
し
て
、
質
際
に
有
意
義
な
b
や
否
や
、
或
は
山
県
へ
ら
れ
た
る
事
情

ω下
仁
於
て
は
、
-
無
意
義
な
b
や
吾
ゃ
、

z
v
ム
様
な
事
を
も
批
判
す
る
事
が
出
来
る
。

真
に
進
ん
で
吾
人
以
、
若
L
嘗
商
の
目
的
が
諮
成
さ
る
、
可
能
性
ゐ
る
場
合
に
、

1
1
勿
論
常
に
吾
人
の
其
時

々
の
創
識
の
許
す
範
閣
内
で
の
事
で
は
ゐ
る
が
|
ー
そ
の
必
要
正
す
る
手
段
を
刺
用
L
て
、
営
該
目
的
が
達
成
せ

ら
る
、
可
能
性
ゐ
る
訪
を
決
定
し
待
ら
る
、
他
に
、
之
等
の
出
来
一
部
会
館
に
闘
聯

L
て
嘗
然
辿
る
ア
き
他
の
特
定

の
結
果
を
も
決
定
す
る
叫
が
由
来
る
。
刊
紙
に
於
て
吾
人
は
、
行
局
者
に
謝
し
て
、
彼
の
行
潟
の
欲
せ
ち
れ
た
る
結

果
に
謝
す
る
欲
せ

g
h
L結
果
の
比
較
商
量
の
可
能
な
る
事
を
も
、
指
摘
す
る
こ
ご
が
出
来
る
G

従
づ
て
又
欲
せ

ら
れ
た
る
日
的
の
達
成
が
、
仙
の
煩
侃
の
可
能
的
損
傷
己
云
ム
形
の
下
に
幾
何
の
劃
僚
を
支
榔
ム
一
帯
を
必
要
ご
す

る
か
の
問
題
の
解
谷
を
忠
一
不
す
事
が
出
来
る
o

然
る
に
凡

τの
目
的
追
求
の
錦
に
は
、
上
越
の
意
味
に
於
け
る
劃

債
を
必
要

t
L
・
叉
は
少
〈
ご
も
必
要
ピ
す
る
事
を
原
則
ど
す
る
従
な
場
合
が
犬
部
分
で
あ
る
か
ら
・
白
己
内
意

識
に
責
任
を
戚

rJ
つ
、
行
錯
し
っ
、
あ
る
人
聞
は
常
に
行
潟
Z
結
旧
端
正
の
比
陵
商
量
を
無
腕
す
る
諜
に
は
ゆ
か
ぬ

胡
ピ
な
る
。
而

τこ
の
商
量
を
可
能
な
ら
し
む
る
も
り
こ
そ
は
質
に
上
京
逃
ぺ
来
れ
る
技
術
的
批
判
(
己
も
一
五
は

る
な
き
も
の
、
)
の
重
要
な
る
役
目
な
の
で
あ
る
。
が
併
し
之
等
の
商
量
其
者
に
決
定
力
(
取
拾
遺
叫
悼
の
)
を
奥
へ

る
こ
ど
は
、
勿
論
最
早
科
棋
の
果
し
得
可
き
使
命
で
は
な
い
o

郎
丸
其
を
決
す
る
も
の
は
、
意
志
す
る
所
的
人
間

郎
も
自
由
意
志
の
一
ま
、
に
動
〈
人
間
で
ゐ
品
。
卸
も
個
人
は
か
、
る
際
に
、
自
己
伺
有
の
良
心
ゃ
、
彼
に
重
要
E

施

詫
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設

列

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
デ
l

バ
ー
の
政
策
論
由
雄
本
概
念
に
就
い
て

第
ニ
十
三
容

(
第
六
凱
一

0
0
)

九
八
O

思
は
る
、
色
々
の
倒
倣
の
一
間
仁
立
て
ら
れ
た
る
個
人
的
の
世
界
湖
に
従
っ
て
考
慮
L
煩
値
を
選
錯
す
る
の
で
あ

る
Q

科
学
は
こ
の
際
、
彼
に
、
総
て
の
行
掛
川
は
|
|
尤
も
場
合
に
依
つ
て
は
総
の
不
行
錯
は
|
|
結
局
に
於

τゐ

る
特
定
の
倒
佑
に
組
す
る
ご
二
喝
を
意
味
L
、
従
っ
て
叉
夫
作
(
、
、
他
の
色
々
の
倒
侃
に
反
劃
す
る
ご
云
ム
ニ

ピ
に
な
る
山
中
を
自
覚
せ

L
h
y
o
以
上
に
は
立
入
ら
な
い
の
で
あ
る

1
1
-
切
の
勅
仁
就
い
て
は
現
今
盛
に
説
b
考
へ

ら
れ
て
ゐ
る
の
で
あ
る
が
|
|
就
れ
の
債
値
に
味
方
L
、
説
れ
の
川
間
他
を
採
る
か

u、
会
〈
各
側
人
の
勝
手
に
決

す
る
所
一
℃
あ
る
。
」
Z
彼
は
云
っ
て
ゐ
る
。

上
記

ω慌
に
彼
は
、
経
験
科
撃
の
第
一
の
一
使
命
正
す
る
所
は
、
興
へ
ら
れ
た
る
目
的
を
達
成
す
る
潟
の
特
定

ω

手
段
が
存
す
る
場
合
に
、
ご
の
目
的
古
手
段
Z
の
聞
係
如
何
を
商
量
研
究
す
る
事
に
ゐ

h
、
更
に
進
ん
で
、
質
際

の
行
品
持
者
は
、
結
局
そ
り
目
的
古
手
段
ご
の
多
〈
の
聞
係
の
内
、
一
つ
の
倒
係
を
選
ん
で
行
筋
す
る
と
吉
、
な
る

の
説
怖
を
明
示
す
る
引
に
ゐ
っ
て
、
質
際
に
於
て
各
行
匁
者
が
、
説
れ
の
聞
係
を
選
ぶ
べ
き
か
に
就
い

τ言
及
す

る
事
は
絡
調
に
逃
げ
ね
ば
な
ら
ぬ
と
主
張
す
る
o
印
ち
彼
は
有
の
闘
係
を
商
量
し
、
真
に
進
ん
で
特
定
の
目
的
の

鎗
「
い
利
川
ず
る
手
段

ω収
拾
法
制
押
の
決
定
に
言
及
す
る
や
否
や
の
駄
を
以

τ、
科
学
の
客
翻
性
の
布
剣
山
の
限
界
を

決
し
よ
う
ご
し
た
の
で
あ
る
o

そ
の
理
由
は
、
目
的
正
粕
川
端
正

ω閥
係
を
商
量
す
る
事
は
場
合
に
よ
っ

τは
可
能

で
め
る
正
す
る
も
、
か

7
0雨
量
の
粘
川
市
を
採
用
す
る
か
否
か
は
事
質
上
各
人
の
勝
手
で
あ
ち
、
叉
同
じ
〈
採
用

す
る
ピ

L
て
も
、
右
の
目
的
正
手
段
ご
の
闘
係
に
就
い
て
、
二
例
以
上

ω組
合
せ
が
考
へ
ら
る
、
場
合
仁
は
、
そ

れ
ら
の
中
の
説
的
い
の
手
段
を
選
ぶ
べ
き
か
の
問
題
を
生

ι.
共
決
定
も
事
府
民
上
金
く
各
人
の
白
肉
に
委
せ

ιれ
て

あ
る
の
で
あ
る
。
然
る
仁
之
等
の
採
用
又
は
謎
刊
悼
の
左
右
を
決
す
る
も
の
は
、
各
人

ω田
個
値
判
断
、
各
人
の
理
想



よ
り
他
に
無
〈
、
而
て
之
等
は
亦
各
人
の
陛
回
抑
制
、
各
人
の
濁
断
に
依
っ
て
決
せ
ら
れ
る
の
で
あ
る
か
ら
、
上
逃

の
選
措
な
る
も
の
は
、
結
局
容
似
性
を
h

伊
せ

g
る
事
ご
な
b
、
此
出
陣
に
科
胤
T
Z
倒
値
判
断
正
の
限
界
が
附
せ
ら
れ

同国

Z
I
-
b
Q
、

i
l
i
d
-

ご
い
ふ

E

」
ご
に
な
る

ωで
あ
る
。

之
が
結
局
彼
が
一
去
は
ん
ご
す
る
所

ω中
心
で
ゐ
る
ピ
双
に
は
考
へ
ら

μ
る
。
-
究
に
第
二
段
ご
し
て
次
内
総
な
意

見
を
附
言
し
て
ゐ
る
。

『
吾
人
が
、
科
目
学
的
立
場
に
立
ち
乍
ら
、
川
悦
他
の
法
律
の
決
定
に
就
い
て
、
真
に
進
ん
で
各
人
に
示
し
得
る
執

は
.
欲
せ
ら
れ
た
る
も

ω白
般
の
意
味
を
知
ら
せ
る
こ
ご
で
あ
る
。
印
も
吾
人
は
、
特
定
の
目
的
の
枝
祇
に
踏

み
、
叉
批
悶
h
u
事
ゐ
る
各
組
の
似
念
を
指
摘
し
、
共
論
川
崎
闘
係
的
俊
民
生
不
す
こ
ピ
に
依
つ

τ、
各
人

ω一
欲
し
、
各

人
内
選
探
せ

A
己
す
る
日
的

ω(正
確
な
る
-
閥
係
や
-
一
品
昨
怖
を
各
人
に
知
ら
し
め
る
司
』
ご
が
出
来
る
o

一
守
川
明
値

判
断
の
科
型
的
併
先
は
、
内
川
疋
に
進
ん
で
、
上
過

ω知
一
三
巴
欲
せ
ら
れ
た
る
目
的
ゃ
、
其
目
的
の
根
祇
に
硝
は
る
諸

棒
の
理
想
を
理
解
し
、
又
は
位
待
せ
し
む
る

ωみ
な
ら
十
、
之
等
の
現
怨
を
批
判
す
る
事
を
議
へ
る
事
も
出
来
る

が
、
勿
論
こ
の
批
判
は
、
曜
に
緋
説
的
性
質
を
有
す
る
も
の
、
印
も
過
去
仁
於
て
簿
苫
れ
た
ゐ
る
酬
明
値
判
断
、
又

は
必
る
州
問
念
の
中
に
合
ま
れ
た
内
容
(
材
料
)
に
就
い

τの
一
つ
の
形
式
論
理
的
判
断
に
過
ぎ
な
い
。
而
一
ー
か
、
る

目
的
を
有
す
る
こ
の
輔
の
批
判
は
.
倒
値
判
断
を
錯
す
人
の
欲
す
る
所
の
も
の
、
根
祇
に
櫛
は
れ
る
民
絡
の
会
理

の
何
た
る
や
含
彼
に
傍
ら
し
む
る
一
帯
が
出
来
る
。
卸
も
彼
が
不
知
不
識
の
間
に
そ
れ
か
ら
出
畿
せ

5
る
を
得
ぎ

る
、
叉
(
結
果
よ
り
一
五
へ
ば
)
出
畿
せ

F
る
を
得
g
h
L所
り
最
終
根
本
の
樹
倣
尺
度
の
何
た
る
か
を
彼
に
知
ら
し

む
る
事
が
出
来
る
Q

か
(
て
仰
々
の
具
慨
的
傾
値
判
断
を
行
ム
場
合
に
現
れ
て
来
る
之
等

ω日
以
後
の
尺
皮

ω如
何

マ
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マ
ッ
ク
ス
・
ウ

4
i
バ
!
の
政
策
論
白
根
本
瓶
念
に
就
い
て

な
る
も
の
な
ち
ゃ
を
悟
ら
し
り
る
事
は
、
こ
の
種
の
批
判
が
思
蹄
的
(
非
経
験
的
)
に
陥
ら
な
い
で
貢
献
し
得
る
最

後
の
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
判
断
の
主
が
之
等
の
地
後
の
尺
皮
を
是
認
す
る
や
否
や
は
、
共
人
側
人
の
問
題
で
ゐ

h
、
共
人
心
意
志
、
共
人
の
良
心
に
関
係
す
る
問
題
で
ゐ
っ
て
、
(
地
平
)
経
験
的
科
学
の
協
は
h
知
る
所
で
は
な

い
。
」
己
云
っ
て
ゐ
る
o

印
ち
科
事
は
彼
が
上
越
第
一
段
に
於
て
主
張
す
る
が
如
〈
、
目
的
正
手
段
正
の
聞
仁
於
り

る
適
合
闘
係
に
閲
す
る
客
制
的
腕
究
を
矯
す
芭
同
時
に
、
第
二
段
に
於
り
る
主
張
の
如
〈
、
目
的
の
意
味
を
明
確

に
理
解
せ
し
め
、
叉
其
目
的
の
御
念
の
論
理
的
援
燥
を
考
へ
て
見
せ
る
品
川
な
事
も
す
る
し
、
夏
に
進
ん
で
は
、
各

個
人
を
し
て
、
そ
の
特
定
の
目
的
を
選
曲
押
し
て
、
そ
の
遂
行
を
錦
す
に
至

ιし
む
る
倒
値
判
断
の
根
底
ご
な
れ
る

肢
絡
根
本
的
債
鈍
同
時
準
の
如
何
な
る
も
の
な
h
ゃ
を
一
不
す
こ
正
に
よ
っ
て
.
そ
の
目
的
ピ
そ
れ
に
謝
す
る
理
組
己

が
互
に
漣
合
せ

b
や
否
や
、
こ
の
雨
者
が
論
理
的
に
矛
盾
な
〈
統
一
せ
ら
れ
居
る
や
否
ゃ
を
論
理
的
に
判
断
百
せ

る
ご
云
ふ
従
な
事
も
、
経
験
科
学
の
立
場
を
失
は
な
い
組
閣
で
山
来
る
が
、
そ
れ
以
上
の
一
帯
、
即
ち
如
何
な
る
倒

他
に
組
す
る
か
、
如
何
な
る
倒
低
を
具
髄
的
に
退
問
押
す
る
か
は
、
争
一
〈
縦
時
制
科
卒
り
使
仰
内
外
に
あ
ら
己
す
る
も

説

苑

の
で
あ
る
。

第
二
十
三
巻

(
峠
静
六
腕

}
O
ニ)

:}， 
J、

以
上
は
タ
ェ

1
j
ー
が
、
経
験
科
印
刷
干
の
使
命
。
錨
岡
を
限
定
し
、
同
時
に
経
験
科
学
正
問
問
値
判
断
白
純
正
の
分

冊
抑
制
を
指
示
す
る
震
に
述
べ
た
る
一
例
の
中
、
そ
の
要
則
正
も
思
は
れ
る

n

阪
で
ゐ
る
が
、
な
は
右
の
理
論
の
一
回
腐
の

理
解
に
便
せ
ん
が
絡
に
、
此
理
論
正
賞
際
ぷ
の
聞
係
に
就
い
て
彼
ゆ
↓
不
す
所
を
左
に
指
摘
L
て
見
皮
い
さ
思
ふ
。

=
、
倫
理
的
経
典
課
A
他
に
帆
到
す
る
攻
払
彼
を
第
一
一
り
結
論
に
導
い
た
理
論
的
影
四
一
三
[
て
は
、
凡
そ
夫

の
二
つ
の
要
素
が
考
へ
ら
れ
る
。
そ
の
一
は
、
積
極
的
に
上
越
の
理
論
を
組
立
つ
る
に
嘗
っ
て
、
共
根
底
eT
提
供
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し
た
る
濁
逸
西
南
率
一
蹴
の
償
値
論
で
り
、
そ
の
二
は
、
彼
が
理
論
上
不
徹
底
極
h
な
し
Z
す
る
倫
理
的
歴
史
波

の
思
想
に
岨
到
す
る
不
満
正
一
五
ム
消
極
的
要
素
で
ゐ
る
o

而
て
こ
の
二
者
は
、
彼
の
防
越
の
理
論
が
正
賞
に
理
解
さ

れ
、
評
償
き
る
、
銭
に
前
提
さ
れ
ね
ば
む
ら
ぬ
不
可
快
の
傑
件
で
も
あ
る
の
で
あ
る
が
、
前
岩
に
就
い
て
特
に
論

及
す
る
が
如
、
主
事
は
般
に
一
一
百
せ
る
が
知
〈
、
彼
の
枇
品
目
科
事
に
閲
す
る
理
論
特
に
共
政
策
論
の
碗
先
方
法
を
紹

介
せ
ん
ご
す
る
私
の
蛍
耐
の
問
題
で
は
な
い
。
郎
も
私
は
後
者
に
閥
腕
L
て
、
彼
の
越
ぷ
る
所
を
、
今
少
し
〈
詳

細
に
し
飯
に
逃
ペ
た
る
彪
の
一
層

ω理
解
に
資
し
皮

ν
ご
忠
ム
の
み
で
め
る
o

彼
は
第
一
の
終
に
引
続
い
て
之
を

要
約
し

τ日
〈

「
経
峨
科
学
な
る
も
の
は
、
何
人
ー
に
謝
し
て
も
、

h
ゃ
を
数
へ
、
時
宜
に
依
つ
て
は
、
彼
の
欲
す
る
所
の
何
な

b
ゃ
に
就
い
て
敬
礼
る
所
あ
る
内
み
で
ゐ
る
。
』

ご
。
斯
〈
一
五
へ
ば
ご

τタ
ェ

1
j
1
は
勿
論
枇
曾
科
卒
り
叫
川
九
日
者
け
炉
、
比
(
吋
什
性
的
論
ぽ
山
巾
に
、
脳
干
に
自
己

ω

人
生
川
酬
を
織
b
込
ん
で
.
比
h

り
所
説
を
不
徹
底
に
し
た

b
.
或
は
人
情
的
治
も
門
的
な
L
判
官
来
、
印

L
M恥
官
同
地
絡

の
煩
値
判
断
が
、
そ
の
人
に
ご
っ

τ、
然
も
彼
自
身
り
関
係
す
る
能
閣
内
に
於
町
、
客
州
倒
的
安
首
位
ゐ

h
z
戚
性

却

ら
れ
た
り
す
る
事
貨
に
就
い
て
は
、
何
等
異
議
を
挑
む
も
の
で
は
な
い
、
唯
「
斯
る
債
依
判
断
、
印
も
人
生
削
酬
を

他
に
向
っ
て
主
張
せ
ん
ご
す
る
に
於
て
は
、
共
主
張
は
、
其
判
断
の
根
底
ど
な
る
伺
伯
を
信
仰
す
る
ご
云
ふ
事
を

前
提
ご
す
る
限
b
に
於

τの
み
意
味
あ
る
事
正
な
る
」
印
も
腐
値
判
断
の
客
翻
性
を
主
張
す
る
事
は
、
結
局
経
験

科
卒
の
領
域
外
の
事
、
印
も
信
仰
の
領
域
内
に
於
け
る
事
で
あ
る
ご
諭
す
る
の
で
ゐ
る
o

然
る
に
彼
に
依
れ
ば
、

今
日
の
枇
曾
に
は
、
上
越
彼
の
意
見
吉
異
な
れ
る
副
賞
が
、
頻
々

Z
L
て
行
は
れ
て
ゐ
る
ご
一
耳
ふ
の
で
あ
る
o

郎

彼
の
理
怨
を
教
へ
る
も
の
で
は
な
い
。
喉
彼
に
何
一
日
可
飽
な

設

苑

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
バ

1
由
政
策
論
の
鹿
本
蹴
念
に
就
い
て

(
第
六
税

第
二
十
三
巻

一O
三
)

丸

λ
=
一

ibid. S. 151 
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マ
フ
ク
ス
・
ウ
ェ

l
パ

I

D
政
策
論
白
根
本
蹴
念
に
就
い
て

ん
第
六
班
一

O
凹
)

九
入
囚

世

苑

も
例
を
「
縦
済
政
策
並
に
刑
曾
政
策
の
賞
際
問
題
に
取
っ

τ見
る
も
、
人
々
が
其
問
題
の
或
目
的
に
闘
し
て
は
、

常
然
各
方
面
の
一
致
を
見
る
べ
し
ご
一
五
ふ
が
如
き
前
提
の
下
に
論
を
進
め
る
事
を
常
正

L
τ
ゐ
る
が
如
、
き
質
際
問

題
を
、
貸
仁
多
〈
見
受
付
Z
o
例
へ
ば
、
非
常
時
公
債
、
枇
曾
衛
生
H
A
救
貧
に
聞
す
る
・
封
際
問
題
・
工
場
監
儲
:

:
;
等
を
諭
す
る
場
合
に
は
、
少
〈
古
も
論
議
の
表
面
に
現
ら
は
る
、
限
h
に
於
て
は
、
回
早
に
其
日
的
山
道
成
の
手

段
の
事
の
み
が
問
題
に
せ
ら
れ
、
目
的
自
髄
内
容
山
倒
的
妥
賞
品
町
仁
就
い
て
は
一
見
仁
反
省
せ
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
」
o

斯
り
如
〈
人
々
は
之
等

ω問
題
に
就
い
て
、
一
見
白
明
正
信
静
ら
る
、
日
的
を
以
て
直
に
興
じ
妥
協
性
ゐ
る

n的

な
b
正
棋
の
考
へ
て
ゐ
る
山
り
で
あ
る
が
之
は
、
「
肌
曾
政
策
的
凶
間
同
一
か
、
県
仁
日
的
諮
成
の
子
山
以
仁
闘
す
る
技
術

的
問
題
で
は
な
〈
、
抗
日
筏
「
J

般
文
化
問
題
凶
町
削
減
に
聞
係
を
及
川
は
す
も
の
」
な
る
事
を
忘
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ

る
、
従
っ
て
こ
の
泌
謬

ω粕
川
市
は
今
日
の
経
済
及
枇
命
政
策
的
全
般
に
波
れ
る
幾
多
め
矛
盾
衝
突
正
な
っ
て
現
れ

第
二
十
三
谷

て
来
る
の
で
あ
る
。

然
る
に
之
正
同
じ
性
質

ω考
へ
方
が
科
撃
の
肝
採
に
も
行
は
れ
て
ゐ
る
o

卸
も
専
門
家
等
も
今
向
質
際
的
枇
曾

科
梨
(
経
済
政
策
、
刷
命
政
策
)
を
取
扱
ふ
場
合
に
、
科
血
平
的
尖
常
性
ゐ
b
ピ
考
へ
ら
る
、
(
そ
の
科
率
的
安
官
性

を
磁
設
し
得
可
き
)
一
の
原
理
な
る
も
の
を
、
先
づ
樹
立
し
て
庇
い

τ、
こ
の
原
理
か
ら
例
々
の
問
題
を
一
律
に

解
決
し
得
可
主
規
範
ピ
も
云
は
る
ぺ
き
も
の
を
引
山
吉
う
ご
す
る
傑
な
極
め
て
幼
稚
な
考
へ
を
懐
い
て
ゐ
る
、
が

併
し
此
の
如
〈
普
遍
的
妥
蛍
性
を
有
す
る
昼
前
の
理
怨
ご
し
て
、
質
際
問
題
解
決
の
ぬ
分
母
さ
な
b
得
る
が
如
き

も
の
を
創
造
す
る
事
は
、
決
し
て
就
れ
の
枇
曾
科
胤
干
の
任
務
で
も
な
い
。
従
つ

τ-
の
文
化
傾
値
山
内
容
に
、
加
時

保
件
仁
妥
蛍
な
る
倫
理
的
命
令
ご
云
ふ
が
如
三
品
き
勝
成
を
認

U
る
こ
芭
は
、
積
極
的
b
.輩
、
即
も
信
仰
を
他
人

山id.a. il， O. 
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に
強
制
せ
ん
ご
す
る
の
徒
に
し
て
初
め
て
錯
し
得
る
蕗
で
あ
る
。

一
元
来
一
の
一
理
想
は
・
他
の
一
の
理
想
E
同
等
の
威
践
を
有
す
る
も
の
で
ゐ
る
か
ら
、

が
如
き
一
帯
は
、
本
来
政
b
で
あ

h
、
従
っ
て
一
般
妥
賞
性
ゐ
る
理
想
を
樹
立
し

τ、
之
に
宛
恨
め
て
、
賞
際
の
政

策
問
題
を
解
決
し
よ
う
ピ
す
る
が
如
き
考
へ
は
間
違
つ

τゐ
る
o

叉
質
際
問
題
解
決
の
衝
に
嘗
る
質
際
家
は
、
多

〈
の
相
反
す
る
意
見
を
折
衷
L
、
又
は
一
を
一
来
て
、
他
を
採
る
様
な
事
も
す
る
が
、
か
、
る
事
は
亦
科
血
午

ω仕
事

で
は
な
い
。
蓋
L
『
九
配
布
の
中
聞
を
謎
ぷ
己
い
ふ
副
も
、
左
右
剛
山
柏
市
的
一
を
岬
地
主
ご
い
ふ
事
も
、
其
科
事
的
客
槻

性
を
持
た
な
レ
事
に
於
て
は
会
〈
閥
様
で
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
」
ο

従
つ
一
ー
か
、
る
獅
断
的
研
究
並
仁
折
衷
綜
合
の

研
先
を
通
L
τ
、
客
向
叫
的
妥
骨
白
性
ゐ
る
税
山
崎
千
を
樹
立
せ
ん
正
す
る
が
如
き
試
み
じ
は
極
力
反
掛
せ
古
る
べ
か
ら
十

芭
す
る
の
が
、
こ
の
勅
に
闘
す
る
彼
の
主
張
で
ゐ
る
。

右
の
知
一
品
、
d

科
島
一
・
的
猫
断
並
に
折
衷
主
義
が
、
歴
史
一
政
の
政
策
卒
、
例
へ
ば
関
口
町
田
や
印

nEO]互
の
政
策
的

意
見
正
し
て
行
は
れ
て
活
た
事
は
近
世
縦
憐
亭
史
上
に
於
け
る
最
期
着
な
る
事
質
で
あ
h
、
此
駄
に
関

L
少
L
〈

詳
説
を
試
む
る
事
は
極
め

τ有
縫
で
は
あ
ら
う
が
、
そ
れ
は
こ
の
紹
介
文
の
範
囲
で
途
げ
得
ら
れ
る
程
鮒
草
な
問

題
で
は
な
い
か
ら
、
他
山
機
曾
に
誠
る
よ
h
他
は
な
い
1
0

唯
之
等
の
人
々
が
、
政
策
の
貸
際
問
題
の
解
決
削
も
特

定
白
目
的
に
特
定

ω手
段
を
地
提
泊
合
せ
し
な
る
必
要
の
生
も
る
場
合
に
、
各
人
が
遊
山
本
す
可
吉
、
客
州
倒
的
安
蛍

性
の
る
一
般
的
基
準
に
も
一
五
は
る
可
吉
原
則
を
定
立
せ
ん
ご
せ
る
意
見
に
、
反
到
し
て
立

τら
れ
た
る
、
ウ
ノ
晶

1

j
1
ω
政
策
に
闘
す
る
科
山
中
内
客
似
性
内
限
界
樹
立
川
り
主
張
が
、
第
一
に
遁
べ
た
る
が
如
〈
で
あ
っ
た
ご
云
ム
事

が
、
此
際
明
記
3
る
可
善
事
正
な
る
次
第
で
あ
る
。

一
を
以
て
他
を
強
制
す
る

(
第
式
就
一

O
E
)

マ
ヲ
ク

λ

・0
子
l

バ
ー
の
政
策
論
の
根
本
棋
念
に
就
い
て

第
二
十
三
谷

九
入
玉

説

列
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説

苑

L

、4

、

4
J

日
f
J
a
F

(
第
六
椀

マ
プ
タ
ス
・

9
L
l
パ

1
0
政
策
論
白
棋
本
概
念
に
就
い
て

第
一
一
十
三
谷

-
O
六
)

前
ウ
品

l

バ
ー
が
旧
日
史
抵
を
非
離
せ
る
胎
生
正
解
せ
ん
が
鴻
民
は
左
記
の
論
文
が
審
問
せ
ら
る
ペ
き
で
あ
ら
う
。

ζ
・
3
5
-
雪
崩
何
百
円
吉
田
明
日
早
耳
目

7
5
(同
日
。

z
;白
血
円

3
5
5
ι
色
。
吉
岡

]mnZロ
司
目
立

2
2
雪

F
5
5
2
F
3
3
5
1

ロ巴
or
。ョ。
E
5
)

=
一
、
科
学
者
三
慣
例
判
断
一
』
の
現
に
於

τ私
は
傾
値
判
断
を
錯
す
に
方
つ

τ、
科
卒
者
が
、
如
何
な
る
強

度
セ
採
る
可
き
が
に
就
い
て
、
彼
の
過
ぺ
た
る
彪
を
要
約
し
て
見
皮
い
己
思
ふ
。

彼
は
先
づ
第
一
に
半
者
が
、
経
験
的
事
賞

ω
思
索
的
統
一
な
る
任
務
の
時
を
越
へ
て
、
佐
旧
作
hr
形
而
上
率
的
に

説
明
せ
ん
ご
す
る
の
を
、
ぞ
は
本
来
認
識
論
上
に
、
何
等
の
放
川
市
を
も
謂
ち
古
川
町
る
可
L
E
云
ふ
が
如
き
理
由
を

以
工
、
之
を
退
け
ん
ご
す
る
者
で
も
無
〈
、
又
文
化
生
活

ω意
味
を
、
一
義
的
に
統
一
決
定
せ
ん
ご
す
る
試
み

が
、
文
化
生
活
の
重
要
な
る
成
果
で
あ
っ
て
、
同
時
に
又
文
化
生
活
の
重
要
な
る
原
羽
力
ご
な
る
も
の
は
る
事

を
.
認
め
ま
ら
む
正
す
る
者
で
も
な
い
。
唯
か
、
る
研
究
が
、
経
験
科
事

ω使
命
で
は
な
い
己
一
五
ふ
の
み
で
あ
る

己
な
し
、
共
結
果
、
経
験
科
皐
の
碗
究
者
が
、
調
仙
川
判
阻
酬
を
取
扱
ふ
場
合
に
は
、
次
の
如
き
こ
っ

ω
重
要
な
る
任

務
が
諌
せ
ら
る
、
事
正
な
る
事
を
附
言
し
て
ゐ
る
。

卸
も
第
一
は
、
経
験
科
拳
の
研
究
者
は
、
債
値
判
断
念
収
汲
ふ
事
は
、
禁
守
ら
れ
て
は
ゐ
な
い
が
、
一
度
之
金

問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
「

M
何
な
る
贋
低
尺
度
に
か
り
て
、
彼
は
目
前
の
賞
際
問
題
を
量
bJ
、
且
傾
値
判
断
念
遂

行
せ
ん
ご
す
る
者
ゐ
h
や
、
を
常
に
読
者
に
劃
し
て
も
、
自
己
に
謝
L
て
も
、
明
僚
に
し

τ置
か
ね
ば
な
ら
ぬ
。

而

τ之
正
反
勤
に
世
上
層
I
見
る
が
如
〈
、
各
穏
の
痕
値
の
混
合
祖
仁
、
そ
れ
等
の
各
組
理
想
問
に
起
る
各
杭
の

矛
盾
衝
突
を
誤
魔
化
し
去

b
、
以
て
説
れ
の
理
想
に
も
、
等
L

(
何
等
か
の
貢
献
を
匁
さ
ん
己
す
る
が
如
き
こ
ご

M. Weber， Wissenschaftslchre S目 15624) 



が
ゐ
つ
て
は
な
ら
ぬ
」
£
い
ふ
事
で
あ

b
、

第
二
は
経
験
科
離
の
客
似
性
を
維
持
す
る
匁
に
は
、
筆
者
は
「
冨
想
Z
科
卒
ご
が
混
同
せ
ら
る
、
恐
れ
を
生
す

る
が
如
き
場
合
に
は
、
読
者
に
封

L
て
h
自
ら
に
劃
し
て
も
、
常
に
何
蕗
ま
で
が
科
山
中
的
思
索
的
研
究
で
ゐ
っ

て
、
何
世
陣
か
ら
が
自
分
の
理
想
の
説
明
で
あ
る
か
、
郎
何
槌
迄
は
理
性
的
論
議
(
卸
科
向
学
的
論
議
)
で
、
何
鴎
か
ら

は
戚
情
論
(
印
刷
判
断
論
)
に
走
っ
て
居
る
か
を
、
明
瞭
に
示
し
て
躍
〈
可
き
で
あ
る
」
、
ご
し
て
居
る
。

最古

日

前
節
仁
於
て
私
は
E
Y
E
-
バ

1
が
、
前
記
の
論
文
の
第
一
節
に
於
て
述
ぺ
た
慮
の
胤
略
を
、
指
し
た
積
h
で
あ

る
が
、
今
一
度
之
を
要
略

L
て
見
れ
ば
、
突
の
如
く
な
る
ご
思
ふ
。

今
日
科
皐
吉
呼
ば
れ
て
日
出
る
も
の
に
は
、
共
最
初
の
目
的
が
共
賞
用
哨
方
面
に
あ
っ
た
ち
の
が
多
レ
、
経
済
山
中

の
如
き
も
矢
出
版
h
t
(
一
例
で
あ
っ
て
、
北
(
持
田
』
仰
の
而
し
て
唯
一
の
目
的
は
図
家
の
経
隣
的
方
針
金
決
定
す
る
に
役

立
つ
可
き
煩
値
判
断
を
、
提
供
す
る
ご
云
ふ
質
際
的
使
命
に
あ
っ
た
、
郎
も
そ
れ
は
一
の
技
術
(
叶
日
町
E
r
)
の
皐

で
、
恰
も
基
礎
留
事
に
謝
す
る
、
臨
床
学
内
誌
な
も
の
で
あ
っ
た
。
併
し
斯
事
の
笥
肱
仁
件
れ

τ、
民
研
究
範
回

も
弐
第
に
蹴
張
せ
ら
れ
て
、
経
験
的
資
在
に
闘
す
る
科
率
的
郎
論
理
的
統
整
正
云
ふ
方
面
正
、
在
来
の
、
問
問
値
判

断
的
も
理
怨
に
闘
す
る
方
面
、
正
の
二
者
を
包
合
す
る
事
官
な
っ
た
、
が
併

L
-
-
d
れ
等
雨
者
の
本
質
に
閲
す

る
、
異
同
に
就
い
て
は
、
何
等
の
解
決
を
見
る
ニ

t
無
〈
、
最
迩
世
の
経
済
事
に
迄
後
展
す
る
事
ご
な
っ
た
o
然

る
に
経
済
息
子
に
於
け
る
、
-
」
の
理
論
の
方
面
ご
、
資
際
問
題
に
闘
す
る
煩
値
判
断
的
理
組
に
従
ふ
判
断
を
行
ム
方

施

詫

マ
ッ
ク
ス
・

9
L
i
パ
1
の
政
策
論
。
根
本
概
念
に
就
い
て

第
二
十
三
巷

(
第
六
枕
工
の
七
)

九
入
七

「
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品主

苑

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ヰ

l
バ
l
u
政
策
論
白
肱
本
批
念
に
就
い
て

第
二
十
三
谷

(
第
六
杭
一
o
λ
)

九
入
入

商
ご
は
、
元
来
北
目
的
学
問
上
の
性
質
を
全
く
異
に
す
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
経
済
苧
が
、
一
の
科
卒
正
し
て
其
客
凱

的
公
常
性
を
、
詰
め
ら
れ
ん
事
を
主
張
す
る
限
h
、
右
の
両
者
を
、
峻
別
す
る
事
が
、
必
然
に
要
求
せ
ら
れ
ね
ば

な
ら
ぬ
事
Z
な
る
。
此
要
求
を
剣
決
せ
ん
匁
の
、
一
考
察
正
し
て

1
1而
し
て
賞
時
の
倫
理
的
援
史
娠
の
政
策
胤
干

の
刺
戟
吉
、
西
'M平
一
似
の
債
依
論
の
陥
示
正
に
由
っ
て
|
|
提
出
せ
ら
れ
た
も
の
が
、
阪
遁
め
d
h
y
-
-
J
!
の
論

作
で
、
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

而
し
て
共
研
究

ω結
果
、
政
策
郎
も
経
済
政
策
又
は
枇
曾
政
策
に
閲
す
る
論
議
が
、
事
ご
し
て
認
め
ら
れ
ん
が

絡
め
に
は
、
そ
れ
は
絶
掛
に
、
+
主
制
倒
的
、
偶
人
的
側
伯
判
断

ω主
張
、
で
あ
っ
て
は
な
ら
両
ご
云
ふ
事
が
、
政
策

胤
干
の
品
川
間
本
的
の
制
約
、
正
し
て
規
定
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
ご
な
る
、
が
併
し
、
そ
れ
は
勿
論
、
倒
値
判
断
や

理
想
が
、
向
学
問
上
、
無
依
件
に
有
官
官
無
盆
な
h
'
E
し
て
之
等
を
楽
去
る
事
を
、
意
味
す
る
も
の
で
は
な
く
、
唯
科

撃
の
客
似
性
の
震
に
は
右

ω制
約
が
問
中
関
の
性
質
を
匝
別
す
る
標
準
ご

L
て
定
め
ら
れ
ね
ば
な
ら
凶
ご
云
ふ
に
池

ぎ
な
い
。

今
之
を
事
E
W
H

に
就
い
て
見
れ
ば
、
彼
は
隠
史
滅
的
皐
者
の
あ
る
者
等
が
、
自
己
の
人
生
脱
、
仰
人
的
理
似
を
出

俊
献
言
せ
る
一
の
濁
断
的
規
範
を
以

τ、
政
策
的
資
際
問
題
解
決

ω基
準
正
錯
品
ん
ご

L
た
企
に
附
し
て
、
そ
れ

が
科
学
正

L
て
、
削
何
人
に
も
是
認
せ
ら
る
可
き
も
の
ピ
し
て
、
主
張
せ
ら
れ
化
る
限
り
に
於
て
、
決
・
り
で
ゐ

b
、
非
利
朗
宇
的
で
あ
り
、
斯
る
態
度
は
極
力
排
斥
せ
ら
る
可
き
も
の
正
し
た
次
第
で
あ
る
。

新
く
て
彼
に
従
へ
ば
、
現
今
に
於
け
る
政
策
卒
中
、
所
説
畿
日
此
的
意
味
を
有
す
る
政
策
的
も
崎
山
来
畿
燥
す
可
き

政
策
的
貿
際
問
題
の
、
僻
決
に
資
せ
ん
が
品
川

ω根
本
的
理
怨
的
規
準
を
定
立
せ
ん
正
す
る
企
は
‘
科
鼎
E
し
て
の



政
策
問
地
干
の
領
域
か
ら
駆
逐
せ
ら
れ
、
時
溜
る
彪
は
、
過
去
現
在
の
経
駿
的
事
賞
に
基
〈
論
理
的
統
整
音
、
経
済
政
策

的
方
面
に
於
て
試
む
る
一
事
、
正
な
る
衣
銭
で
あ
る
。

勿
論
・
7
ェ
l
j
!
の
、
斯
る
考
の
前
提
ご
し
て
は
、
枇
曾
科
卒
に
闘
す
る
彼
湖
特

ω研
究
方
法
的

E
B
-
叶

3
5

の
理
論
が
、
存
在
す
必
詳
で
ゐ
る
。
却
も
枇
命
日
科
胤
干
の
研
究
は
、
自
然
科
皐

ωそ
れ
ど
異
な
hd
、
別
純
の
研
究
方

法
を
必
要
ご
す
る
ご
云
ふ
事
が
、
彼
の
政
策
論
の
根
底
に
帥
慨
は
っ
て
居
る
の
で
あ
る
。
き
れ
ば
こ
そ
政
策
論
七
る

第
一
節
正
副
曾
科
事
一
般
に
闘
す
る
彼

ω方
法
論
に
る

E
Eで
Ha
週
日
を
説
明
す
る
第
二
節
ご
が

a
a
O
F〕

R
E
i
s

S
H
=
ω
論
文
に
一
括
し

τ後
表
せ
ら
れ
た
誇
で
あ
る
。
が
併
し
こ
の

E
E
-
吋
沼
5
論
の
内
容
を
説
明
す
る
事
は

私
の
嘗
面
の
問
題
で
は
な
か
っ
た
。

仰
な
が
ニ
の
拙
文
を
怨
す
所
以
は
、
必
宇
し
も
斯
る
理
論
'
皆
無
保
件
に
許
容
せ
る
が
鎗
で
は
純
一

ν
。
蓋
し
併
に

こ
の
論
の
哲
率
的
根
祇
た
る
西
市
胤
守
派
の
岬
向
島
a

の
詐
舗
に
闘
し
て
、
多
大
の
動
揺
あ
る
今
日
、
叉
地
近
自
然
科
且
一
e

的
校
本
的
原
理
の
後
見
行
は
れ
、
上
越
の
如
き
方
而
に
閲
す
る
研
究
が
、
盆
I
強
き
自
然
科
川
学
的
刺
肢
を
受
〈
る

じ
到
れ
る
現
時
仁
於
て
、
か
、
る
根
本
問
題
が
、
・
ク
ェ
l
j
!
の
一
論
に
依
て
解
決
整
理
し
謙
吉
れ
た

h
z
、
考

ふ
る
が
如
き
迷
妄
は
、
な
の
絶
割
に
採
ら
ゴ
る
世
胞
で
あ
る
か
ら
で
め
る
。
唯
悲
は
、
グ
イ
ル
戸
プ
ラ
ン
ト
の
所
前
、

蛍
然
起
る
可
か
り

L
問
題
を
、
初
め
て
指
摘

L
、
整
理
せ
ん
ご
試
み
た
る
タ
ェ

1
バ
!
の
、
政
策
論
的
努
力
を
推

L
、
期
る
考
へ
方
に
時
一
子
宮
待
て
、
夏
仁
政
策
的
根
本
的
理
論
の
俊
民
に
努
む
る
こ
ご
の
、
有
川
h
z
認
め
ん
ご
す

る
も
の
な
る
事
を
明
言
す
る
。
(
完
)

品t

手巨

マ
ッ
ク
ス
・
ウ
子
'
パ

E
D
政
掠
論
白
根
本
棋
容
に
就
い
て

第
三
十
三
巻

(
路
大
紘
一

O
九
)

b

L

L
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